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次に掲げる条例をここに公布する。 

(1) 新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

(2) 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

(3) 新潟県議会議員及び新潟県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例 

(4) 新潟県電気自動車等の普及の促進に関する条例の一部を改正する条例 

(5) 新潟県営住宅条例の一部を改正する条例 

(6) 新潟県建築基準条例の一部を改正する条例 

令和４年８月12日 

新潟県知事  花 角  英 世 


